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 配電事業者が参入した場合、その配電事業エリアにおける一義的な電力量調整供給義務及び周波数
維持義務は配電事業者にある。

 他方、現時点の系統構成を前提とすれば、その配電事業エリアと、その周辺の一般送配電事業エリアと
の間をつなぐ連系点には容量制約がないと考えられ、また、一般送配電事業者は配電事業エリアも含め
た調整力を確保していると考えられる。このような場合には、一般送配電事業者が、配電事業エリアも含め
て一体として電力量調整供給を行うこととしても、安定供給の観点から問題は生じないと考えられる。

 このため、配電事業者は、電力量調整供給及び周波数維持について、制度開始当初においては、①一
般送配電事業者に委託することができ、また、②一般送配電事業者は、配電事業エリアを含めて一体
とした需給調整を行うことができることとしてはどうか。さらに、③一般送配電事業者は、正当な理由がな
い限り、この協議に応じなければならないこととしてはどうか。

【論点⑩】一般送配電事業者において定めるべきルール及びシステム

Ⅰ.安定供給維持に係る業務
計画値同時同量ルールと需給運用・周波数維持における配電事業の役割
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 他方、配電事業は許可制であり、配電事業者は、早期にこれらの技術的能力を備え、自らこれらの業務
を担っていくことも重要。

 このような観点からは、連系点の容量制約を前提に、配電事業者が自ら、電力量調整供給や周波数維
持を行う場合には、例えば、以下のような課題の整理が必要となる。
・各BGが、配電事業エリア毎に別BGを形成し、管理することが必要となる。
・JEPXが、配電事業エリア毎に「ビディングゾーン」を設定し、各市場参加者もこれに応じた応札を行うことが必要となる。
・電力広域機関が配電事業者からの、調整力確保計画その他の受付・管理のためのシステム改修が必要となる。

 このため、本制度開始時点では、これらの業務は一般送配電事業者に委託することを基本としつつ、配
電事業者が自ら、電力量調整供給や周波数維持を行う際の課題の整理（各種計画の提出や配電
事業者の存在を前提としたシステム・市場設計等）を行っていくこととしてはどうか。

【論点⑩】一般送配電事業者において定めるべきルール及びシステム

Ⅰ.安定供給維持に係る業務
計画値同時同量ルールと需給運用・周波数維持における配電事業の役割（続き）
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 一般送配電事業者は、需要家のメーターから30分電力量及び確定使用量を取得し、小売電気
事業者等に提供している。配電事業者が参入する場合、配電事業者が、その事業区域について、
この業務を行う必要がある。

 この際、配電事業者自らが、30分電力量等を取得し小売電気事業者へ提供するシステムを構
築し運用することや、検針員を雇用し検針業務を行うことも考えられるが、配電事業エリアにおける
小売電気事業者に対する障壁となる懸念や、一般送配電事業者によりメータリングシステムが全国
大で構築されつつある点等、社会コストの観点への配慮も必要。

 このため、①配電事業者は、検針、計量値データ管理業務を一般送配電事業者に委託すること
ができ（配電事業者自らが実施することも妨げられない）、②一般送配電事業者は、正当な理由がない限
り、この協議に応じなければならないこととしてはどうか。

 なお、配電事業者が、自ら小売電気事業者等に30分電力量等を提供する場合、小売電気事業
者等において、システム改修等が必要になる場合が想定される。このため、小売電気事業者等への
影響に配慮する必要があるのではないか（例えば、配電事業者自らがシステムを運用する場合でも、小売
事業者へのデータ提供は一般送配電事業者経由とする形のシステムとすることなどが考えられる）。

【論点⑩】一般送配電事業者において定めるべきルール及びシステム
Ⅱ. 料金精算等に係る業務
メータリングシステムの連携（一送）－計量値の流れ

メーター → 配電 → （一送）→ 小売

メーター → 一送 → 小売
配電

配電事業者自らが、検針、データ管理及び提供のシステム構築、運用。
小売事業者へのデータ提供は一般送配電事業者経由とすることも考えられる。

配電事業者は、検針、データ管理及び提供のシステム構築、運用の業務を、
一般送配電事業者に委託。

配電事業者自ら
構築・運用

一般送配電事業者に
検針業務を委託
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